
７御監第 35 号 

令和７年 11 月 19 日 

  様 

 

御代田町監査委員   井田 理恵  

 

同  荻原 謙一  

 

住民監査請求について（通知） 

 

令和７年 10 月 17 日付けで受け付けた住民監査請求（以下「本件請求」という。）

は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）の定める住民監査請

求の要件を具備していないことから却下します。 

 

１ 住民監査請求の要件 

法第 242 条第１項の規定による住民監査請求は、地方公共団体の執行機関又は職

員の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実により、当該地方公共団体の

財産的損失を生じ、又は生じるおそれのある場合において、当該行為を防止し、若し

くは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって

当該普通地方公共団体の被った損害を補填することを目的としてなされるものです。 

そして、住民監査請求においては、対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を監

査の端緒を与える程度に特定すれば足りるというものではなく、当該行為又は怠る事

実を他の事項から区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示することが必

要であるとされています。また、当該行為又は怠る事実が違法又は不当であるとする

理由を具体的に摘示することが必要であるとされています。 

 

２ 本件請求の審査 

請求人は、 「インフラ維持更新費の未執行、役場人件費の著しい増加、下水道整備・

料金体系の不適正運営、町債削減を優先した財政運営、公共施設等総合管理計画の非

公開と未達、並びに町長による背信的財政運営」について監査を求めていますが、請

求書には監査の対象とすべき財務会計上の行為が個別的、具体的に摘示されていませ

ん。 

 

３ 審査の結果 

以上のことから、本件請求は請求の特定を欠くもので、法第 242 条に規定する住民

監査請求の要件を満たしていないと判断しました。  


